
 

北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）が強行した水素爆弾実験と

称する核実験及びミサイル発射に断固抗議し、制裁強化の徹底

を求める意見書  

 

 北朝鮮は１月６日に発表した水素爆弾実験と称する核実験に続き、２月

７日には「人工衛星打ち上げ」を名目に事実上の長距離弾道ミサイルの発

射を強行し、さらに、３月３日には新型多連装ロケット砲とされる砲弾６

発を、１０日には短距離弾道ミサイル２発を、１８日には中距離弾道ミサ

イル２発を、２１日には短距離の飛翔体５発を、日本海へ向けて発射した。

これら一連の行為は国連安全保障理事会の決議に違反するとともに、核軍

縮・不拡散体制を推進する国際的な努力に対する挑発行為である。このよ

うに、北朝鮮が核兵器と大量破壊兵器の搭載可能なミサイル開発を進める

行為は、我が国を含む北東アジアの安全のみならず、国際社会全体の平和

と安定に重大な脅威をもたらす暴挙である。  

 世界唯一の核被爆国である我が国は、国際社会の中で、核兵器の廃絶に

向けて積極的に取り組んできた。今回の核実験及びミサイル発射は、この

ような我が国国民の平和への願いを踏みにじるものであり、断じて容認で

きるものではない。本市議会としても北朝鮮に断固抗議するとともに、核

兵器及び核計画並びにミサイル開発を即刻放棄するよう強く求めるもので

ある。  

 よって、国においては、北朝鮮の核・ミサイル問題の解決に向けて制裁

強化を徹底するとともに、核軍縮・不拡散の取組の更なる強化を国際社会

に働きかけるよう強く求める。  

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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